
農業用使用済プラスチック適正処理推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、持続可能な農業による安全で安心な農産物の生産を推進するため、農業 

用使用済みプラスチックの排出抑制と適正処理を図るため、農業団体、出荷団体、農

業法人、農業者、その他知事が適当と認める団体等（以下「事業実施主体」という。）

に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。

以下「規則」という。）及びこの要綱の定めにより、予算の範囲内で補助金を交付す

る。 

 

（補助の対象及び補助率） 

第２条 福島県知事（以下「知事」という。）は、事業実施主体が行う補助事業を実施

するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として知事が認める経費（以下「補

助対象経費」という。）について予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助対象経費の補助率は別表のとおりとする。 

なお、補助額は、計算した結果に千円未満の金額があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、様式第１号によるものとし、その提出期限は、

知事が別に定める日とする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第４条 事業実施主体の長は、規則第４条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに

当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を

乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控

除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて消費税等仕入控除額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この

限りでない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、別表の事業欄に

掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の軽微な変更の欄に掲げる変更とする。 

２ 規則第６条第１項第５号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。 

(1)事業実施主体等が規則第18 条の規定を遵守するために必要な事項。 

(2)前号の規定により、財産処分の制限をした場合において、制限期間内に処分（補

助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。）しよ



うとするときは、あらかじめ知事の承認を受けること。 

(3)その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。 

３ 事業実施主体等は、補助事業の完了後においても補助事業により取得し、又は効用

の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金

交付の目的に従ってその効果的な運営を図るものとする。 

 

（変更の承認申請） 

第６条 規則第６条第１項の規定に基づき、知事の承認を受けようとする場合は、変更

（中止・廃止）承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第７条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日

から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（概算払） 

第８条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算

払の方法により補助金を交付することができる。 

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式

第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

（状況及び完了の報告） 

第９条 規則第１１条の規定による事業の遂行状況報告は、農業用使用済プラスチック

適正処理推進事業遂行状況報告書（様式第４号）により、補助金の交付決定のあっ

た年度の１１月３０日現在において、当該年度の１２月２０日まで行うものとする。

ただし、当該年度の１１月において概算払請求書を提出する場合には、これをもっ

て事業の遂行状況報告にかえることができるものとする。 

２ 事業実施主体は、当該事業が完了したときは速やかに事業完了報告書（様式第５号）

を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 10 条 規則第１３条に規定する実績報告は、様式第６号により、その事業完了の日

（事業廃止について知事の承認を受けた場合においては、承認を受けた日）から起算

して６０日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１

日（補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の４月２０

日）のいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 事業実施主体は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかな場合には、これを補助金から減額して報告しなければならな

い。 

３ 事業実施主体は、実績報告の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額

した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税等相当額



報告書（別記様式１）により速やかに知事に報告しなければならない。 

４ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除額の全

部又は一部の返還を命じることができる。 

 

（補助金の交付の請求） 

第 11 条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業実施主体は、当該事業が完了した場

合は、補助金交付請求書（様式第７号）を速やかに知事に提出しなければならない。

ただし、補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第 12 条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、補助金等の収支状況を記載した会計

帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度か

ら起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第 13 条 規則第１８条第１項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同条同項第

２号及び第３号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。 

財産の種類 処分制限を受ける期間 

１ 不動産及びその従物 

 

２ その取得価格が５０万 

円を超えるもの 

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）による（当該省令

に定めのない財産については、農林水産大臣が

別に定める期間（農林畜水産業関係補助金等交

付規則（昭和３１年農林省令第１８号））によ

る）。 

 

（書類の経由）  

第 14条 補助事業者等が規則及びこの要綱の定めるところにより知事に提出する書類

は、所轄の農林事務所長を経由して提出しなければならない（直接補助の場合を除

く。）。 

 

（権限の委任） 

第 15 条 規則及びこの要綱に基づく知事の権限であって別表に掲げる事業に係るもの

は、所轄の福島県農林事務所の長に委任する。ただし、県全域又は農林事務所の管

轄を大きく越えるなど広域に及ぶ団体が事業実施主体である場合を除く。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日より施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月３日より施行し、令和５年度分の補助金から適用する。 

 



別表（第２条・第５条・第15条関係） 

事業名 経 費 補助率 軽微な変更 

１ 農業用使用

済プラスチッ

ク適正処理地

区推進協議会

活動支援 

(1) 農業用使用済プラス

チックの適正処理及び

排出抑制を目的に活動

する組織や処理体制の

維持・強化に必要な経

費 

 

(2) 農業使用済プラスチ

ックの回収率及び再生

率向上を目的に行う活

動に要する経費 

 

定額 

ただし 100 万

円を上限とす

る 

次に掲げる変更以外の変

更 

 

１ 経費の配分の変更 

・事業費の20％以上 

の減額 

・事業費の増額 

 

２ 事業内容の変更 

・事業実施主体の変更 

・取組の追加又は中止 

２ 農業用プラ

スチック代替

え技術導入支

援 

農業用使用済プラスチ

ックの排出抑制に資する

代替え技術の実証（試験

・調査）に要する経費 

 


